
インターネット等及び書面による議決権行使期限
2026年6月24日（水曜日）午後5時30分

証券コード
6 4 7 3

スマートフォンでらくらく！
招集通知の閲覧も、議決権行使も
QRコードを1つ読み取れば、

どちらも簡単に行うことができます。

●ご来場株主様へのお土産のご提供はございません。
　ご理解賜りますよう、お願い申しあげます。
●本総会終了後、当社施設の一部をご案内する予定です。

第126回 定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

日 時 2026年6月25日（木曜日）午前10時
（受付開始�午前９時）

決 議
事 項

第1号議案�取締役6名選任の件
第2号議案�監査役2名選任の件
第3号議案�補欠監査役1名選任の件

愛知県刈谷市昭和町二丁目２番地
当社事務本館１階ホール

場 所



取締役社長株 主 の み な さま へ
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株主のみなさまには、平素より格別のご支
援を賜り心より御礼申しあげます。
当社は昨年、企業経営と事業運営の軸とな

る MVV(Mission、Vision、Value) を 発 表
し、MVVを全従業員共通の指針として「ソ
リューションプロバイダーへの変革」を加速
させております。
当期は、各国の政策や地政学上のリスクが

高まり、外部環境の厳しさが増す中において
も、第二期中期経営計画で掲げた施策を着実
に前進させてまいりました。製品の面ではス
テアバイワイヤシステムやPairdriverⓇ等の次
世代モビリティ社会に貢献する高付加価値製
品を世に送り出し、海外事業においては、北
米における収益改善活動や欧州の構造改革を
大きく進展させることができました。

構造改革に伴う一時的な費用の計上により
前期比では増収減益となりましたが、今後も
改革の手を緩めることなく、将来の成長へと
結実させるため、持続的な価値創造に向けた
挑戦を進めてまいります。
ソリューションプロバイダーへの変革の根

幹を成すものは「技術」と「人財」でありま
す。第二期中期経営計画最後の年となる
2026年も「Yes for All, by All!」を合言葉
に、Mission、Visionの達成に向けグローバ
ル４万３千人の仲間とともに企業価値向上に
努めてまいります。
株主のみなさまにおかれましては、引き続

きの変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう
お願い申しあげます。
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株 主 各 位 (証券コード 6473)
2026年6月4日

(電子提供措置の開始日2026年6月2日)
愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地

取締役社長 近藤 禎人
第126回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
当社第126回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行

使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考
書類をご検討いただき、後記の「議決権行使についてのご案内」にしたがって、
2026年6月24日(水曜日)午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願
い申しあげます。 敬具記
１ 日 時 2026年6月25日(木曜日)午前10時
２ 場 所 愛知県刈谷市昭和町二丁目2番地 当社 事務本館 1階ホール

３ 目 的 事 項

報告
事項

第126期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議
事項

第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下
記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.jtekt.co.jp/ir/f_report.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード(6473)を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
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招集ご通知に関するその他ご案内事項
●電子提供措置事項のうち、次の事項は、法令及び定款に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交
付する書面には記載しておりません。なお、これらの事項は会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及
び計算書類に含まれております。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

●電子提供措置事項に修正が生じた場合、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内
株主総会へのご出席
株主総会開催日時 2026年6月25日(木曜日)午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、受付にご提出ください。
当日の入場は、株主様のみとなります。代理出席いただく場合は、代理人様も株主であ
る必要がございます。代理人として行使する議決権行使書用紙及び代理権を証明する書
面に加えて、代理人様ご本人名義の議決権行使書用紙をご提出ください。
※当日ご出席の場合は、書面又はインターネット等による議決権行使のお手続きはいず
れも不要です。

インターネット
行 使 期 限 2026年6月24日(水曜日)午後5時30分までにご入力

「インターネットによる議決権行使方法のご案内」をご参照ください。

郵 送
行 使 期 限 2026年6月24日(水曜日)午後5時30分までに到着

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ
れたものとして取り扱わせていただきます。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について(機関投資家のみなさまへ)
機関投資家のみなさまにおかれましては、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電
磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。



●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パス
ワード」をご入力いただく必要があります。
●�インターネットと書面により重複して議決権を行使され
た場合は、インターネットによる議決権行使を有効なも
のといたします。また、インターネットによって複数回
議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効
な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ
三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート�
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・
パスワードをご入力の上、アクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

パソコン等による議決権行使方法

スマートフォン等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL

議決権行使ウェブサイトも引き続き
ご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

▶https://www.soukai-portal.net

「議決権行使へ」をクリック！
※議決権行使書及び操作画面はイメージです。

※議決権行使書及び操作画面はイメージです。

❶ ❷ ❸議決権行使書用紙に記載のQRコードを
読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
　の登録商標です。

株主総会ポータルトップ画面から「議決
権行使へ」ボタンをタップします。

スマート行使®トップ画面が表示されま
す。以降は画面の案内に沿って賛否をご
入力ください。

本総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質
問の中で、議案との関連性や株主のみなさまの関心が高いと思われるご質問については、本総会にて取り上げさせて
いただきます。
上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタン
をタップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に沿ってご質問を
ご入力ください。
※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。
　また、株主様お一人につき、ご質問は3回までとさせていただきます。

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限　2026年6月4日（木）～6月18日（木）午後5時30分締切

インターネットによる議決権行使方法のご案内

4
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第1号議案 取締役6名選任の件
本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであり

ます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 候補者氏名 現在の当社における

地位及び担当

1 再 任 近 藤 禎 人 (こんどう よしひと)

取締役 社長
CEO(注)

ITデジタル本部長
生産技術本部長

2 再 任 山 中 浩 一 (やまなか こういち) 取締役
北米・欧州担当

3 再 任 新 家 俊 明 ( しんや としあき )

取締役 経営役員
CPO(注)、CLO(注)

生産本部長
[総括]CN・CE戦略部

4 再 任 社外取締役候補者 独立役員候補者 池 田 育 嗣 ( い け だ い く じ ) 取締役

5 再 任 社外取締役候補者 独立役員候補者 櫻井 由美子 ( さくらい ゆみこ ) 取締役

6 再 任 中 西 勇 太 ( なかにし いさお ) 取締役

(注) CEO : Chief Executive Officer
CPO : Chief Production Officer
CLO : Chief Logistics Officer
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再 任

所有する当社の株式の数
19,806株
取締役在任年数
2年

候補者番号

1 近藤
こ ん ど う

禎人
よ し ひ と

生年月日
1963年1月23日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1988年 4 月 トヨタ自動車株式会社入社
2013年 1 月 同社駆動・HVユニット生技部長
2016年 1 月 同社常務理事

ユニット生産技術領域長
ユニット生産技術部長

2017年 1 月 同社パワートレーンカンパニー統括

2019年 1 月 同社モノづくり改革領域 領域長
2020年 1 月 同社モノづくり開発センター 副センター長
2020年 4 月 同社モノづくり開発センター センター長
2024年 1 月 当社顧問
2024年 6 月 当社取締役社長就任、現在に至る

［現在の担当］
CEO(Chief Executive Officer)、ITデジタル本部長、生産技術本部長

取締役候補者とした理由
近藤禎人氏は、高い倫理性・公正性等の人格的要素を備え、経営者としての豊富な経験と高い見識を有して
おります。同氏の経験に裏打ちされた高い視座と幅広い視点に基づき、当社のコーポレートガバナンスを強
化し、企業価値を持続的に向上させるために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

再 任

所有する当社の株式の数
31,275株
取締役在任年数
4年

候補者番号

2 山中
や ま な か

浩一
こ う い ち

生年月日
1964年3月13日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1986年 4 月 光洋自動機株式会社(現 当社)入社
2010年 1 月 当社ステアリング事業本部調達部長
2014年 4 月 当社執行役員
2016年 4 月 当社北米事業統括
2017年 4 月 当社常務執行役員

2018年 4 月 当社北米事業統括、中南米事業統括
2020年 4 月 当社常務役員
2021年 4 月 当社経営役員
2022年 6 月 当社取締役就任、現在に至る

［現在の担当］
北米・欧州担当

取締役候補者とした理由
山中浩一氏は、調達分野で培った確かな製品知識を持ち、当社の北米・中南米事業統括会社における経営者
としての経験、さらに海外全地域統括、営業本部長及び調達本部長として職務に従事することで培った豊富
な経験を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし当社の持続的な企業価値向上の実現に繋
げるべく、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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再 任

所有する当社の株式の数
10,205株
取締役在任年数
1年

候補者番号

3 新家
し ん や

俊明
と し あ き

生年月日
1964年12月13日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1985年 4 月 光洋自動機株式会社(現 当社)入社
2008年 1 月 当社自動車部品事業本部奈良工場

品質管理部長
2015年 4 月 JTEKT AUTOMOTIVE NORTH

AMERICA, INC.(米国)出向

2017年 4 月 当社執行役員(北米事業統括)
2020年 6 月 豊精密工業株式会社(現 株式会社

ジェイテクトギヤシステム) 取締役社長
2022年 4 月 当社経営役員
2025年 6 月 当社取締役経営役員就任、現在に至る

［現在の担当］
CPO(Chief Production Officer)、CLO(Chief Logistics Officer)、生産本部長、〔総括〕CN・CE戦略部

取締役候補者とした理由
新家俊明氏は、入社以来、主に品質と生産部門で培った確かな製品知識を持ち、国内関係会社の取締役社長
を務める等、経営者としての経験と高い見識を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、
当社の持続的な企業価値向上の実現に繋げるべく、引き続き取締役としての選任をお願いするものでありま
す。

再 任

社外取締役候補者

独立役員候補者

所有する当社の株式の数
3,417株
取締役在任年数
2年

候補者番号

4 池田
い け だ

育嗣
い く じ

生年月日
1956年11月7日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1979年 4 月 住友ゴム工業株式会社入社
2000年 1 月 同社タイヤ生産技術部長
2003年 3 月 同社執行役員
2007年 3 月 同社取締役(常務執行役員)
2010年 3 月 同社取締役(専務執行役員)
2011年 3 月 同社代表取締役社長

2019年 3 月 同社代表取締役会長
2020年 3 月 同社取締役会長
2023年 3 月 同社取締役(特別顧問)
2024年 3 月 同社特別顧問就任、現在に至る
2024年 6 月 グローリー株式会社社外取締役就任、現在に至る
2024年 6 月 当社社外取締役就任、現在に至る

重要な兼職の状況
住友ゴム工業株式会社 特別顧問、グローリー株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
池田育嗣氏は、住友ゴム工業株式会社において入社以来、主に生産部門に従事し、海外事業担当役員、代表
取締役社長を務める等、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。その長年培われた経営者
としての経験や知見等に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を行っ
ていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
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再 任

社外取締役候補者

独立役員候補者

所有する当社の株式の数
5,000株
取締役在任年数
2年
(社外監査役在任年数含め7年)

候補者番号

5 櫻井
さくら い

由
ゆ み こ

美子 生年月日
1969年3月1日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1992年10月 監査法人伊東会計事務所(現 有限責

任あずさ監査法人)入所
1996年 4 月 公認会計士登録
2000年 1 月 櫻井由美子公認会計士事務所代表就任、

現在に至る
2014年 6 月 株式会社プロトコーポレーション社外取締役

2019年 6 月 当社社外監査役
2022年 6 月 ダイコク電機株式会社社外取締役就任、

現在に至る
2024年 6 月 フタバ産業株式会社社外監査役就任、

現在に至る
2024年 6 月 当社社外取締役就任、現在に至る

重要な兼職の状況
櫻井由美子公認会計士事務所 代表、ダイコク電機株式会社 社外取締役、フタバ産業株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
櫻井由美子氏は、2019年6月より5年間当社の社外監査役として経営を監査し、適切な助言及び提言をして
いただいておりました。社外監査役の立場から当社の強み弱みを理解され、また他社を含めた長年の監査業
務を通じて、当社を客観的な目で見た適切な助言・監督をいただけるものと考えております。同氏は社外役
員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見
等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、引き続
き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

再 任

所有する当社の株式の数
265株
取締役在任年数
1年

候補者番号

6 中西
な か に し

勇太
い さ お

生年月日
1970年3月9日生

略歴並びに当社における地位及び担当
1992年 4 月 トヨタ自動車株式会社入社
2016年 1 月 同社新事業企画部 企画室長

F-グリッド宮城・大衡有限責任事業
組合代表

2018年 1 月 同社新事業企画部 エネルギー事業室長
2019年11月 同社新事業企画部 部付 主査
2020年 6 月 トヨタグリーンエナジー有限責任事

業組合代表

2021年1 月 同社新事業企画部長
2022年4 月 同社事業開発本部長 兼 新事業企画

部長就任、現在に至る
2024年6 月 東邦瓦斯株式会社社外取締役就任、

現在に至る
2025年6 月 当社取締役就任、現在に至る

重要な兼職の状況
トヨタ自動車株式会社事業開発本部長 兼 新事業企画部長、東邦瓦斯株式会社 社外取締役

取締役候補者とした理由
中西勇太氏は、トヨタ自動車株式会社において入社以来、主に新規事業の企画・開発部門に従事し、事業開
発本部長を務める等事業運営に関する豊富な業務経験と高い見識を有しております。これらの豊富な経験と
高い見識に基づき、当社のサステナブル経営の深化と社会課題の解決への貢献、及び既存事業の成長と新規
事業の育成に向けた助言、監督を行っていただくことを期待し、引き続き取締役としての選任をお願いする
ものであります。
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（注）1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 池田育嗣及び櫻井由美子の両氏は、社外取締役候補者であります。

なお、池田育嗣及び櫻井由美子両氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもってそれぞれ2年となります。
ただし、櫻井由美子氏は、社外監査役としての就任期間を合算すると7年となります。

3. 池田育嗣及び櫻井由美子の両氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者であります。
4. 当社は、現在、池田育嗣、櫻井由美子及び中西勇太の各氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める責任に

ついて、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において池田育嗣、
櫻井由美子及び中西勇太の各氏の選任をご承認いただいた場合には、同契約を継続する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は、
全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みま
す。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、
贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の
適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案において各候補者の選任をご承認いただいた場合に
は、当該保険契約の被保険者に含めることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6. 取締役在任年数は、本株主総会終結時点でのものであります。
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第2号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役佐野眞琴氏及び監査役松井靖氏の2名が任期満了となりますので、監査役2名

の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 候補者氏名

1 再 任 佐 野 眞 琴 （さ の ま こ と）

2 再 任 社外監査役候補者 独立役員候補者 松 井 靖 （ま つ い や す し）

再 任

所有する当社の株式の数
25,952株
監査役在任年数
4年

候補者番号

1 佐
さ

野
の

眞琴
ま こ と

生年月日
1957年8月17日生

略歴及び当社における地位
1981年４月 トヨタ自動車工業株式会社

（現 トヨタ自動車株式会社）入社
2014年 3 月 当社理事
2014年 4 月 当社執行役員
2015年 4 月 当社常務執行役員

2018年 6 月 当社常務取締役
2020年 6 月 当社専務取締役
2021年 1 月 当社取締役経営役員
2021年 6 月 当社経営役員
2022年 4 月 当社アドバイザー就任
2022年 6 月 当社常勤監査役就任、現在に至る

監査役候補者とした理由
佐野眞琴氏は、トヨタ自動車株式会社における生産管理部門や製造部門、米国現地法人及び欧州現地法人で
の経験に加え、当社においては2014年より執行役員、2018年以降取締役及び経営役員として当社経営に携
わっております。生産サポート本部長として職務に従事することで培った豊富な経験と高い見識により、監
査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
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再 任

社外監査役候補者

独立役員候補者

所有する当社の株式の数
0株
監査役在任年数
4年

候補者番号

2 松井
ま つ い

靖
やすし

生年月日
1964年7月3日生

略歴及び当社における地位
1987年 4 月 日本電装株式会社

(現 株式会社デンソー)入社
2014年 6 月 同社常務役員
2019年 4 月 同社経営役員

2021年 6 月 同社取締役・経営役員就任
2022年 6 月 当社社外監査役就任、現在に至る
2023年 6 月 株式会社デンソー代表取締役副社長

就任、現在に至る

重要な兼職の状況
株式会社デンソー 代表取締役副社長

社外監査役候補者とした理由
松井靖氏は、株式会社デンソーにおいてサーマルシステム事業及びエレクトリフィケーション事業に従事さ
れ、2014年6月より常務役員として調達部門担当、2019年4月以降は経営役員としてCFO(Chief
Financial Officer)、CRO(Chief Risk Officer)及び経営戦略本部長を担当される等、機能部門・事業部門
での幅広い経験及び経営者としての高い見識を有しておられることから、当社の経営を監査し適切な助言及
び提言を行うことができるものと判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項
当社は、松井靖氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、2026年5月29日に同取引所へ独立
役員届出書を提出しております。松井靖氏が代表取締役副社長を務める株式会社デンソーと当社との間には
取引関係がありますが、2025年度の取引額は、同社連結売上収益及び当社連結売上収益のいずれに対して
も１%未満と僅少であることから、松井靖氏の独立性は十分に確保されていると判断しております。

（注）1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 松井靖氏は、社外監査役候補者であります。
3. 松井靖氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者であります。
4. 当社は、現在、松井靖氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に

定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において松井靖氏の選任をご承認いただいた場合に
は、同契約を継続する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は、
全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みま
す。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、
贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の
適正性が損なわれないように措置を講じております。本議案において候補者の選任をご承認いただいた場合には、当該保険
契約の被保険者に含めることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6. 監査役在任年数は、本株主総会終結時点でのものであります。



第 号議案、第 号議案が承認された場合の取締役及び監査役の構成
在任期間

女性比率
20%

社外比率
66.7%40%

平均
3.0年

5～9年
1名

0～4年
9名

女性・外国人
2名

日本人男性
8名

社内
6名

社内
1名

社外
4名 社外

2名

ダイバーシティ 社外役員比率 役員人事/報酬に関する
委員会の構成比

12

（ご参考）
コーポレートガバナンスハイライト
第１号議案、第２号議案が承認された場合の取締役及び監査役の構成

(注) 櫻井由美子氏は、社外監査役としての在任期間を合算して集計しております。

第１号議案、第２号議案が承認された場合の当社取締役及び監査役のスキルマトリックス
「モノづくり」企業であるジェイテクトの持続可能な成長及び中長期的な企業価値向上に必要な取締役全体と

しての知識・経験・能力のバランス・多様性を確保するため、会社経営上重要と考えられる組織運営経験や専門
知識を考慮し、それらを備えた多様性のある取締役を選任しております。
本マトリックスは、各人に対し会社が特に発揮を期待する項目(最大5つ)を示すものであり、各人の有する経

験、専門性を全て表すものではありません。

氏名 役職 企業
経営

事業戦略
・

マーケティング

モノづくり
（生産技術・
調達・品質・
安全）

技術
・

研究開発

財務
・
会計

法務
・

リスク
マネジメント

人材育成
・
労務

サステナビリティ
・
ESG

グローバル
マネジメント

取
締
役

近藤 禎人 取締役社長 ● ● ● ● ●

山中 浩一 取 締 役 ● ● ● ● ●

新家 俊明 取締役経営役員 ● ● ● ● ●

池田 育嗣 社外取締役 ● ● ● ● ●

櫻井 由美子 社外取締役 ● ● ● ● ●

中西 勇太 取 締 役 ● ● ● ● ●

監
査
役

佐野 眞琴 常勤監査役 ● ● ● ● ●

辻田 浩一 常勤監査役 ● ● ● ●

松 井 靖 社外監査役 ● ● ● ● ●

宮川 明子 社外監査役 ● ● ● ●
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第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本議案は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役松井靖氏及び社外監査役宮川

明子氏の補欠の社外監査役として、1名の選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その
任期は前任者の任期の残存期間と同一とします。また、本決議の効力は次回定時株主総会開始の時までとします
が、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものとい
たします。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

社外監査役候補者

独立役員候補者

所有する当社の株式の数
0株

由布
ゆ ふ

節子
せ つ こ

生年月日
1952年3月28日生

略歴及び当社における地位
1981年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)(現)

足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所
1986年 9 月 ルフ・クライス・ベルベーケ法律事務所

(現 エー・アンド・オー・シャーマン法律事務所
ブリュッセル・オフィス)入所

2002年 1 月 渥美・臼井法律事務所
(現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
入所(パートナー)、現在に至る

2020年 6 月 パナソニック株式会社
(現 パナソニックホールディングス株式会社)
社外監査役就任、現在に至る

重要な兼職の状況
パナソニックホールディングス株式会社 社外監査役
渥美・臼井法律事務所（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事）パートナー

補欠の社外監査役候補者とした理由
由布節子氏は、弁護士として長年にわたり法律の分野にて活躍され、他社社外役員等の経験も有しておられ
ます。その経歴を通じて培われた高い専門知識・幅広い経験等をもとに、社外監査役に就任された場合、当
社の経営を監査し、適切な助言及び提言を行うことができるものと判断し、補欠の社外監査役としての選任
をお願いするものであります。

（注）1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 由布節子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認され、かつ候補者が監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所等に独立役員として届け出る

予定であります。
4. 当社は、本議案が原案どおり承認され、かつ候補者が監査役に就任した場合、候補者との間で、定款に基づき、会社法第

423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であ
ります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は、
全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みま
す。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、
贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の
適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案が原案どおり承認され、かつ候補者が監査役に就任
した場合には、当該保険契約の被保険者に含めることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しておりま
す。

以 上
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第126期 事業報告 (2025年４月１日から2026年３月31日まで)

当社グループの現況に関する事項１

1. 事業の経過及びその成果
当社グループは「JTEKT Group 2030 Vision」の達成に向け、第二期中期経営計画(2024〜2026年度)に基

づき、ソリューションプロバイダーへの変革を進めております。当期は第二期中期経営計画の中間年度として、
本計画に沿った戦略を具現化させてまいりました。

当期における取組み

＜ソリューション創出力の強化＞
■ Mission、Vision、Valueを発表し、浸透活動に注力

2025年5月に、企業経営と事業運営の軸となる考え方として、ジェイテク
トグループのMission、Vision、Value(以下「MVV」)を発表いたしました。
社内においては、対外発表前からMVVの意義や考え方への理解を深める活動
を行っておりましたが、発表後も職場での対話型の「MVV浸透月間」の実施
や研修プログラムへの組み入れ等、定着に向けた取組みを強化してまいりま
した。社員1人ひとりがMVVを日々の業務に落とし込み、活用できるよう継
続的に浸透活動に努めてまいります。

■ イノベーション本部を設立

ソリューションプロバイダーへの変革を実現させるため、その基盤となる体制づくりを着実に進めてまいりま
した。2025年1月には、ソリューションビジネスの確立をリードする組織としてソリューション共創センターを
立ち上げておりましたが、2025年7月に、これに研究開発機能を統合し、イノベーション本部を設立いたしまし
た。イノベーション本部には幅広い技術や高度な専門知識を有する人財を集結させており、これらの人財が中心
となって社内外の技術をつなぐことで、新たな価値創造を加速させてまいります。
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＜競争力の強化＞
■ ステアバイワイヤシステム及びPairdriverⓇが量産車に初採用

当社が開発した、次世代のステアリングシステムであるリンクレスのステ
アバイワイヤシステムが、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」)が発
売したLEXUS初のBEV専用モデル 「RZ」に搭載されました。操舵ユニット
と転舵ユニットの機械的な接続構造がない同システムは、運転の快適性と車
両設計の柔軟性に優れ、モビリティの可能性を向上させる製品であります。
また、自動運転システムと人の操舵を自然につなぐ協調操舵技術である

PairdriverⓇがトヨタ自動車の「新型RAV4」の操舵制御機能として初めて量
産車に搭載されました。PairdriverⓇは、高精度な舵角制御により、目標軌道
への高い追従性と滑らかな操舵介入を実現いたしました。今後PairdriverⓇは
「人とシステムの直感的なコミュニケーション」による新しい運転支援体験を
通じて、これまでにない安全・安心、快適な運転環境を提供してまいります。
今後も、ジェイテクトグループが持つコンピタンスを掛け合わせ、モビリ

ティ社会の未来に貢献してまいります。

■ 第5世代低トルク円すいころ軸受が2025年超モノづくり部品大賞「モビリティー関連部品賞」を受賞

第5世代低トルク円すいころ軸受「LFTⓇ-V」が、日刊工業新聞社主催2025年超モノづくり部品大賞において
「モビリティー関連部品賞」を受賞いたしました。LFTⓇ-Vは、自動車のトランスミッションやデファレンシャル
等に使用され、損失トルクを前世代製品比最大15％低減させた低トルク化と軽量化により、燃費向上とCO ₂ 排
出量削減に貢献いたします。大きな社会課題であるカーボンニュートラルの実現を支える製品としてお客様や外
部機関から高く評価されております。

■ ジェイテクトサーモシステム、先端半導体に貢献する熱処理装置を発売

グループ会社のジェイテクトサーモシステムが、先端半導体パッケージ用
熱処理装置の新製品として「SO2-60-F」を発売いたしました。本製品は、今
後ニーズが広がるAIや5G通信に用いられる大型基板向けの熱処理装置であり
ます。今後もジェイテクトグループ各社が持つ豊富なコンピタンスを掛け合
わせ、更なる成長が期待される半導体産業にグループ一体となって貢献して
まいります。
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■ 市販ビジネス強化のためベトナムに新拠点を開設

近年、産機分野及びアフターマーケットにおけるベアリング需要が伸長しているベトナムでの販売網強化を目
的に、ベトナムのハノイとホーチミンに市販ビジネスの新拠点を開設いたしました。アフターマーケット事業に
おいては、迅速かつ的確な対応を可能とするため、販売ネットワークの拡大を進めるとともにベアリングに加え
自動車部品等の市販品の拡大を進めております。新拠点を活用し、グローバル市場でのお客様のニーズに応えて
まいります。

■ 専門知識不要でAI活用機会を広げる「AIエージェント構想」を発表

誰もがAIを業務アシスタントとして当たり前に活用できる「AIエージェント構想」を発表し、デジタルを活用
した業務効率向上や、新たな技術や製品の開発を推進しております。
「AIエージェント構想」は、第二期中期経営計画で掲げるデジタルモノづくりの取組みの一つであり、2つの

フェーズで構成されております。第1フェーズの「AI活用プラットフォームの構築」では、ユーザーがノーコー
ドで、画像認識や生成AI等を組み合わせて活用できる環境を整備いたします。第2フェーズでは、ユーザーの指
示に応じてAIエージェントが必要なアプリケーションやデータを自律的に選定する「AIエージェントの実装」を
目指し、2027年4月までに誰もが専門知識不要でAIを活用して業務効率を高め、画期的なソリューションを提供
できる体制を構築していきます。

＜グローバル体制の再構築＞
■ 欧州構造改革を着実に実行

市場低迷が続き収益体質改善が急務である欧州地域では構造改革を推進しており、2025年度には、欧州ニー
ドルローラーベアリング事業の譲渡手続きを完了させたほか、欧州顧客向け自動車事業の譲渡に関する基本合意
を発表いたしました。これら欧州構造改革の効果により、将来的な欧州地域の収益体質は大きく改善が見込まれ
ます。残りの構造改革も責任をもってやり切り、2027年度の黒字化を目指してまいります。
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＜人と現場中心の経営＞
■ 生産現場等でデジタル活用が活発化、生産性改善に貢献

社員のITリテラシーの向上と、デジタルによる業務効率化を目指し、「デジタル祭り」と銘打った全員参加の
デジタル化促進活動を進めております。この活動は、製造現場でも活発に取り組まれており、デジタルに強みを
持つ人財が現場をリードし、各工程にデジタルやAIを取り入れる動きが広がっております。デジタルの活用事例
は社内の専用サイトや展示会イベントを通じて横断的に広がっており、現場発のデジタル改善が会社全体の生産
性向上に寄与する好循環につながっております。

＜カーボンニュートラルの推進＞
■ 花園工場にCNプラントを新設、水素の地産地消でカーボンニュートラル実現を加速

カーボンニュートラル実現に向け、花園工場に再生可能エネルギー由来の
水素を生成・供給する「CNプラント」を新設いたしました。併せて、水素を
燃料とする「水素バーナー式アルミ溶解保持炉」を設置し、2026年夏頃の運
用開始に向けた準備を進めております。これにより「CNプラント」では太陽
光発電を用いた水電解でグリーン水素を製造し、工場内に整備した専用配管
設備を通じて供給された水素を製造工程で使用する水素の地産地消が実現い
たします。今後は効果を検証し、他工場のアルミ鋳造工程等へ展開すること
で、Scope 1、2におけるCO ₂ 排出削減を更に加速させてまいります。

■ タイ現地法人がタイ王国エネルギー省から表彰

タイの現地法人であるJTEKT (THAILAND) CO., LTD.(以下「JTC」)は、
再生可能エネルギー導入の取組みが評価され、タイ王国エネルギー省より再
生可能エネルギー分野において表彰を受けました。JTCでは、2017年から太
陽光発電設備を導入し、同拠点内で使用する電力の約15％を賄うことで、
CO ₂ 排出量削減に貢献しております。グループ一丸となって、カーボンニュ
ートラルやサーキュラーエコノミーの課題に取り組み、持続可能な社会の実
現を目指してまいります。
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業 績

売上収益

1兆9,249億50百万円
前期比405億53百万円(2.2％)増

事業利益

756億79百万円
前期比107億41百万円(16.5％)増

税引前利益

273億77百万円
前期比34億98百万円(11.3％)減

親会社の所有者に帰属する当期利益

119億74百万円
前期比17億38百万円(12.7％)減

当期の連結業績につきましては、円安効果や日本・北米で販売が増加したこと等により、売上収益は前期に比
べ405億53百万円(2.2％)増収の1兆9,249億50百万円となりました。事業利益は、円安や増収、原価改善の効
果等により107億41百万円(16.5％)増益の756億79百万円となりましたが、中期経営計画に沿って推進した欧
米の構造改革に係る費用の計上等により、営業利益は136億5百万円(35.4％)減益の248億47百万円、親会社の
所有者に帰属する当期利益は17億38百万円(12.7％)減益の119億74百万円となりました。なお、事業利益は、
売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出したものであります。
セグメント別に見ますと、「自動車」におきましては、欧州・中国での販売減少があったものの、円安の効果

に加え、日本や北米等で販売が増加したこと等により、売上収益は前期に比べ338億54百万円(2.5％)増収の1兆
3,670億5百万円となりました。事業利益は、米国での関税の影響はあるものの、販売増加に加え、円安や原価
改善の効果等により、83億73百万円(21.8％)増益の467億17百万円となりました。
「産機・軸受」におきましては、北米やアジア等で販売が増加したものの、欧州ニードルローラーベアリング

事業の譲渡手続きが完了したこと等により、売上収益は前期に比べ52億円(1.5％)減収の3,470億67百万円とな
りました。事業利益は、米国での関税の影響はあるものの、円安や原価改善、構造改革の効果等により、25億
61百万円(29.6％)増益の112億10百万円となりました。
「工作機械」におきましては、日本や北米を中心に販売が増加し、売上収益は前期に比べ118億99百万円(6.0

％)増収の2,108億77百万円となりました。事業利益は、販売増加の効果はあるものの、費用の増加等により、
前期並みの174億40百万円となりました。
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2. 設備投資及び資金調達の状況
設備投資につきましては、財務体質の改善・既存

領域の競争力強化に向け、投資案件の精査や投資原
単位の見直し等を継続するとともに、新規領域やカ
ーボンニュートラル・DX等の戦略投資を行ってま
いりました。その結果、当期の設備投資額は前期に
比べ146億78百万円減少の822億94百万円となり
ました。
資金調達につきましては、主として金融機関からの借入れ及び社債発行にて実施しており、当期末における社

債及び借入金の残高は2,171億22百万円となりました。

3. 対処すべき課題
当社は「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というMissionのもと、中長期的に目指す姿と

して2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」
を掲げております。事業で培った技術を活かして新たな価値を創造し、社会課題の解決に貢献したいと考えてお
ります。目指す姿を実現するため、技術やモノづくりを支える多様な人財を活かして稼ぐ力を強化し、ソリュー
ションプロバイダーとしての価値創出に取り組んでまいります。

■ 稼ぐ力の追求

中長期的な収益力を強化するため、利益率・資本効率にこだわった取組みを現場レベルの改善まで落とし込ん
でまいります。併せてAIやデジタルの活用により、あらゆるプロセスのリードタイム短縮に向け、全員参加で取
り組んでまいります。
また、データ経営と業務プロセス改革に向けた取組みであるJ-REBORNを通じ、意思決定に必要なデータの整

備を進め、効率的かつ迅速な意思決定を行うことで収益最大化を図ってまいります。

■ ソリューションビジネスの実装

ソリューション提案をビジネスとして成立させ、持続的な企業価値向上を実現してまいります。その一つとし
て、製造現場へのソリューション提供ビジネスを構想しております。自社で積み重ねてきた技術や設備を掛け合
わせ、自動化や工場マネジメント、CNソリューション等のソリューションビジネスにより「稼ぐ力」を強化し
てまいります。こうした実例を積み重ね、価値創出のプロセスを確立し、ジェイテクトならではのソリューショ
ンで社会に貢献してまいります。
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■ グローバルビジネスの最適化

欧州構造改革の推進のほか、生産性低下によるコスト増加が課題であった北米地域では、タスクフォースチー
ム活動の成果により、生産性改善が進んでおります。地域ごとの戦略は着実に進行しておりますが、さらにグロ
ーバルでの経営資源の最適配分を進め、ジェイテクトグループ全体の競争力強化に注力してまいります。

■ 安全・品質へのこだわり

安全に正しい仕事ができる環境の整備や、不正を起こさない風土の醸成を一段と進め、確かな安全と品質の確
保に引き続き努めてまいります。当社では2025年度に休業災害ゼロを達成いたしました。今後はグループ全体
に取組みを展開してまいります。

4. 主要な事業内容
当社グループは、自動車部品、軸受、工作機械・システム等の製造及び販売並びにこれらに関する保守サービ

スを主たる事業内容としております。自動車の「走る・曲がる」を担う自動車事業、多種多様な産業を支える産
機・軸受事業、あらゆるモノづくりの根幹を担う工作機械・システム事業、世界中のお客様の製品ライフサイク
ルを支えるアフターマーケット事業が織りなすシナジーによって、モノづくりに新たな価値を提供しておりま
す。さらには、リチウムイオン電池や燃料電池といった既存電源にパワーとスタミナを補う高耐熱リチウムイオ
ンキャパシタLibuddyⓇや、自動車事業で培ったモーター制御のコンピタンスを活かしたドローン用フライトコン
トローラーの開発等により、人々の安心・快適な暮らしを実現するための取組みにも注力しております。今後
も、ジェイテクトグループの持つ強み、コンピタンスを活かした製品やソリューションを提供することで、お客
様のご期待に応え、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
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5. 財産及び損益の状況
国際会計基準(IFRS)

期 別
区 分

第123期
(2022年度)

第124期
(2023年度)

第125期
(2024年度)

第126期(当期)
(2025年度)

売上収益 (百万円) 1,678,146 1,891,504 1,884,397 1,924,950

事業利益 (百万円) 62,658 72,898 64,938 75,679

税引前利益 (百万円) 55,889 72,513 30,876 27,377

親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) 34,276 40,257 13,713 11,974

基本的1株当たり当期利益 (円) 99.94 117.37 40.36 37.62

希薄化後1株当たり当期利益 (円) 99.90 117.32 40.34 37.60

資産合計 (百万円) 1,441,355 1,628,514 1,565,391 1,577,696

資本合計 (百万円) 700,735 822,770 777,469 825,230

1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 1,945.44 2,300.32 2,340.55 2,482.33

ROE
(親会社所有者帰属持分当期利益率) (%) 5.3 5.5 1.8 1.6

ROA
(資産合計当期利益率) (%) 2.4 2.6 0.9 0.8
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〈ご参考〉

売上収益 事業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する当期利益

資産・資本・自己資本比率 基本的１株当たり当期利益

配当・DOE

キャッシュ・フロー資本効率指標
（単位：億円） （単位：％）

資本
資産

営業C/F
投資C/F

自己資本比率
フリーC/F

中間配当 DOE
期末配当

（単位：％）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

（単位：％） ROE
ROA
ROIC

（単位：億円）

第126期第124期第123期 第125期第126期第124期第123期 第125期 第126期第124期第123期 第125期第126期第124期第123期 第125期

第126期第124期第123期 第125期 第126期第124期第123期 第125期 第126期第124期第123期 第125期 第126期第124期第123期 第125期

第126期第124期第123期 第125期
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■電動パワーステアリング ■ステアバイワイヤシステム

売上収益構成比

ステアリング、トルセン、ITCCは世界シェアNo.1
を誇り、安全・安心な走りを支え世界中のお客様
に愛用されております。
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■ ベアリングユニット
■ オイルシール等
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億円

18.0%

3,470億円

億円2,108億円 億円
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（億円）

売上収益合計
兆 億円
売上収益合計
1兆9,249億円

〈ご参考〉 （2025年4月1日から2026年3月31日まで）当社グループ（連結）のセグメント別売上収益

売上収益

第125期 第126期

売上収益

第125期 第126期

第125期 第126期

売上収益

（億円）

（億円）1,9891,989

13,33113,331

3,5223,522 3,4703,470

2,1082,108

13,67013,670
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6. 主要な営業所及び工場
❶ 当社

本 店 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地
本 社 本店所在地と同じ

名称 所在地 名称 所在地
東日本支社 東京都中央区 奈良工場 奈良県橿原市
北関東支社 栃木県宇都宮市 花園工場 愛知県岡崎市
関東支社 神奈川県厚木市 豊橋工場 愛知県豊橋市
中日本支社 愛知県刈谷市 田戸岬工場 愛知県高浜市
東海支社 浜松市中央区 岡崎工場 愛知県岡崎市
トヨタ支社 愛知県豊田市 関東工場 埼玉県狭山市/東京都羽村市
関西支社 大阪市中央区 国分工場 大阪府柏原市
西日本支社 広島市南区 徳島工場 徳島県板野郡藍住町

香川工場 香川県東かがわ市
亀山工場 三重県亀山市
刈谷工場 愛知県刈谷市

(注) 東日本支社は、2026年5月6日付にて、東京都港区に移転しております。

❷ 子会社
「8. 重要な子会社の状況」をご参照ください。

7. 従業員の状況
従業員数 前期末比増減

43,233名(うち当社11,109名) 1,785名減(うち当社44名減)
(注) 従業員数は就業人員数であります。

8. 重要な子会社の状況
会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率(％) 主要な事業内容

株式会社ジェイテクトマシンシステム 日本 1,100百万円 100.0 工作機械、機械部品の製造・販売

株式会社ジェイテクトフルードパワーシステム 日本 254百万円 100.0 油圧・空圧機器の製造・販売

株式会社ジェイテクトシーリングテクノ 日本 125百万円 100.0 オイルシールの製造

株式会社ジェイテクトコーティング 日本 48百万円 100.0 金属表面処理、工作機械用
付属装置の製造・販売

株式会社ジェイテクトサーモシステム 日本 450百万円 100.0 工業用熱処理炉、半導体製造用
熱処理炉の製造・販売

株式会社ジェイテクトエレクトロニクス 日本 1,593百万円 100.0 電子制御機器装置の製造・販売
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会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率(%) 主要な事業内容

株式会社ジェイテクトプレシジョンベアリング 日本 2,317百万円 100.0 ベアリングの製造・販売

株式会社ジェイテクトファインテック 日本 100百万円 100.0 ベアリングの製造・販売

株式会社ジェイテクトグラインディングシステム 日本 100百万円 100.0 工作機械の製造・販売

株式会社ジェイテクトグラインディングツール 日本 481百万円 66.0 各種工具の製造・販売

株式会社ジェイテクトコラムシステム 日本 5,985百万円 100.0 自動車部品の製造・販売

株式会社ジェイテクトギヤシステム 日本 2,000百万円 100.0 自動車部品の製造・販売

JTEKT AUTOMOTIVE NORTH AMERICA, INC. アメリカ 32,130 千米ドル ＊ 100.0 ステアリングの製造・販売

JTEKT BEARINGS NORTH AMERICA LLC アメリカ 229,400 千米ドル ＊ 100.0 ベアリングの製造・販売

JTEKT MACHINERY AMERICAS CORPORATION アメリカ 44,256 千米ドル ＊ 100.0 工作機械の製造・販売

JTEKT AUTOMOTIVE MEXICO, S.A. DE C.V. メキシコ 1,904,528 千メキシコペソ 100.0 ステアリングの製造・販売

JTEKT BEARINGS ROMANIA S.A. ルーマニア 561,569千レイ 99.3 ベアリングの製造・販売

JTEKT AUTOMOTIVE ENGLAND LTD. イギリス 96,842 千英ポンド 100.0 ベアリングの製造・販売

捷太格特汽車配件(無錫)有限公司 中国 6,150百万円 ＊ 100.0 ベアリングの製造

捷太格特軸承(無錫)有限公司 中国 46,026 千米ドル ＊ 100.0 ベアリングの製造

JTEKT (THAILAND) CO., LTD. タイ 3,273,797 千タイバーツ 96.2 自動車部品、ベアリングの製造・販売

JTEKT INDIA LTD. インド 3,008,702 千インドルピー ＊ 69.6 ステアリングの製造・販売

JTEKT BEARINGS INDIA PRIVATE LTD. インド 6,713,000 千インドルピー 100.0 ベアリングの製造

JTEKT (PHILIPPINES) CORPORATION フィリピン 2,485,990 千フィリピンペソ 100.0 自動車部品、ベアリングの製造・販売

JTEKT BRASIL LTDA. ブラジル 256,008 千ブラジルレアル 100.0 ステアリングの製造・販売
(注) ＊印は、間接保有による持分を含む比率であります。
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9. 主要な借入先及び借入額の状況
借入先 借入金残高(百万円)

株式会社三菱UFJ銀行 45,042
シンジケートローン団 40,000
株式会社りそな銀行 39,000
株式会社三井住友銀行 12,431
三井住友信託銀行株式会社 8,595
(注) シンジケートローン団は、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社を共同幹事とする9社(15,000百万円)、株式会社りそ

な銀行、日本生命保険相互会社を共同幹事とする8社(15,000百万円)、株式会社三井住友銀行を幹事とする10社(5,000百万円)、
及び株式会社三菱UFJ銀行を幹事とする4社(5,000百万円)による協調融資団であります。
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株式に関する事項２

1. 発行可能株式総数 1,200,000千株
2. 発行済株式の総数 318,608千株

(うち自己株式の数 237千株)
3. 株主数 32,057名
4. 上位10名の株主

株主名 持株数(千株) 持株比率(％)
トヨタ自動車株式会社 77,235 24.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 50,128 15.7
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 27,666 8.7
日本生命保険相互会社 11,125 3.5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 7,882 2.5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 7,782 2.4
ジェイテクト従業員持株会 6,211 2.0
JPモルガン証券株式会社 5,350 1.7
野村信託銀行株式会社(投信口) 3,977 1.2
株式会社豊田自動織機 3,906 1.2

(注) 持株比率につきましては、発行済株式の総数(318,608千株)から自己株式の数(237千株)を控除して算出しております。

〈ご参考〉
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5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。
当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、

企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
区分 株式数(株) 交付対象者数(人)

取締役(社外取締役を除く) 13,881 2

社外取締役 ― ―

監査役 ― ―

〈ご参考〉政策保有株式に関する方針
当社は、政策保有株式について、取引先との長期的・安定的な関係の維持・強化を目的に、中長期的な企業価

値向上の観点から保有し、保有目的に沿わなくなった、あるいは保有に伴う便益・リスクが資本コスト等に見合
っていないと判断した銘柄については縮減を検討してまいりましたが、第二期中期経営計画期間(2024〜2026
年度)において、ソリューションプロバイダーへの変革を目指す取組み、及び今後の成長投資に必要な資金創出の
ため、政策保有株式(上場株式)の保有ゼロ化を方針として掲げております。
また、非上場株式についても、事業の親和性を考慮しながら保有意義について改めて議論を進め、出資先企業

との丁寧な対話を重ね、縮減を検討してまいります。
当期においては、出資先企業との対話を通じて十分な理解を得た上で、前期末時点で保有していた政策保有株

式(上場株式)10銘柄のうち、7銘柄の全株売却と1銘柄の一部売却を行いました。
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役員に関する事項３

1. 取締役及び監査役の状況 (2026年3月31日現在)
地 位 氏 名 担当又は重要な兼職の状況

※取 締 役 社 長 近 藤 禎 人 CEO(Chief Executive Officer)、ITデジタル本部長、生産技術本部長
※取 締 役 山 中 浩 一 北米・欧州担当
※ 取締役経営役員 新 家 俊 明 CPO(Chief Production Officer)、生産本部長、[総括]CN・CE戦略部
取 締 役 池 田 育 嗣 住友ゴム工業株式会社 特別顧問、グローリー株式会社 社外取締役

取 締 役 櫻 井 由美子 櫻井由美子公認会計士事務所 代表、ダイコク電機株式会社 社外取締役、
フタバ産業株式会社 社外監査役

取 締 役 中 西 勇 太 トヨタ自動車株式会社事業開発本部長 兼 新事業企画部長、東邦瓦斯
株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 佐 野 眞 琴
常 勤 監 査 役 辻 田 浩 一
監 査 役 松 井 靖 株式会社デンソー 代表取締役副社長

監 査 役 宮 川 明 子 宮川明子公認会計士事務所 代表、野村不動産ホールディングス株式会社
社外取締役監査等委員、アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役監査委員

(注) 1. ※印は代表取締役であります。
2. 取締役池田育嗣及び取締役櫻井由美子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役松井靖及び監査役宮川明子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役池田育嗣、取締役櫻井由美子及び監査役宮川明子の各氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であり

ます。
5. 取締役櫻井由美子及び監査役宮川明子の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
6. 松本巧及び熊倉和生の両氏は、2025年6月25日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退

任いたしました。
7. 新家俊明及び中西勇太の両氏は、2025年6月25日開催の第125回定時株主総会において新たに選任された取締役であります。
8. 当期において、取締役の地位及び担当が以下のとおり変更されました。

氏 名 年月日 変更後 変更前

近 藤 禎 人 2026年1月1日
CEO(Chief Executive Officer)
ITデジタル本部長
生産技術本部長

CEO(Chief Executive Officer)
ITデジタル本部長
品質保証本部長

山 中 浩 一 2025年7月1日 北米・欧州担当
CBO(Chief Business Officer)
海外全地域統括
営業本部長
調達本部長
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2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており

ます。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因
して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただ
し、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役
員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の役員(経営役員含む)であり、全ての被保

険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

3. 取締役及び監査役の報酬等の額
❶ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めております。当社の取締
役報酬は固定報酬と業績連動報酬(金銭報酬及び株式報酬)で構成されております。固定報酬は、職責ごとに
月額の基準額を設定しております。また、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることで持続的
に企業価値向上を図るため、業績連動報酬を設定しております。
業績連動報酬額算定の基礎としては、各期における事業利益、安全及び品質についてのKPI達成度合いを

選定しております。当該指標を選定した理由としては、主として本業の経営状況を明確に示す指標であるこ
と、当社の重要方針である安全品質状況を測る指標として適当であると考えているためであります。なお、
当期における事業利益の実績は756億79百万円であります。
さらに取締役に対しては、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、上記の事業利益に連動する報

酬のうち、その50％について中長期のインセンティブとして株式報酬を割り当ていたします。なお、監査役
には業績連動報酬の支給はありません。
固定報酬と業績連動報酬の割合は基準指標達成の場合で、70%:30%程度となるよう設定しております。

報酬決定にあたっては、世間及び会社全体のバランスや従業員の賞与水準、他社の動向等を総合的に勘案い
たします。

報酬の種類 算定方法 支給方法
固定報酬 算定方法及び金額の決定に関する方針による 金銭報酬

業績連動報酬
事業利益に連動

金銭報酬(50％)
株式報酬(50％)

安全及び品質についてのKPI達成度合いに連動 金銭報酬
当社は2023年9月29日開催の取締役会において、当該決定方針を決議しております。当該取締役会の決

議に際しては、あらかじめ決議する内容について、取締役社長及び独立社外取締役で構成される役員報酬案
策定会議へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、役員報酬案策定会議が当社全体の業績等を俯瞰し、ま

た客観的視点から妥当性を検証した原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているた
め、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
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❷ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年6月25日開催の第121回定時株主総会において、取締役の金銭報酬総額上限 [取締役 年額800百

万円(うち社外取締役 年額100百万円)]を定めております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
監査役につきましては2012年6月27日開催の第112回定時株主総会において監査役5名(うち社外監査役3

名)に対し金銭報酬総額上限 [月額20百万円(年額240百万円)] を定めております。
また、当該金銭報酬とは別に、株式報酬について2021年6月25日開催の第121回定時株主総会において

年額100百万円以内、株式数の上限を年150千株以内と決議しております(社外取締役及び監査役は対象外)。
主な内容は以下のとおりであります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3
名)で、監査役の員数は5名(うち社外監査役は3名)であります。

対象者 当社取締役(社外取締役を除く)
株式報酬総額 年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)

譲渡制限期間
本割当契約により割当を受けた日より30年間、本割当契約により割当を受
けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
らない

割り当てる株式の種類
及び総数

普通株式(本割当契約において譲渡制限を付したもの)を発行又は処分
対象取締役に対して合計で年150,000株以内

譲渡制限の解除条件

①本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって制限を
解除
ただし当該対象取締役が任期満了、死亡その他正当な理由により退任した
場合は、制限を解除

②譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併又は完全子会社となる組織
再編等を決定した場合、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限
を解除

当社による無償取得 譲渡制限期間中、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当し、退
任した場合は、当社が割当株式を全て無償取得できるものとする

❸ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき取締役会議長 近藤禎人(取締役社長)が取締役の個人別の報

酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬と賞与(金銭報酬及び株式報酬)の決定となります。
これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を熟知し、総合的に取締役の

報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が取締役会議長によって適切に行使されるよう、取締役社長及び独立社外取締役で

構成される役員報酬案策定会議での審議・答申を経て取締役の個人別の報酬額を決定する等の措置を講じて
おり、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方
針に沿うものであると判断しております。
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❹ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給人数
固定報酬 業績連動報酬

賞与 株式報酬
取 締 役

(うち社外取締役)
291
(32

百万円
百万円)

205
(27

百万円
百万円)

59
(5
百万円
百万円)

26
(-
百万円
百万円)

8
(3
名
名)

監 査 役
(うち社外監査役)

99
(21

百万円
百万円)

99
(21

百万円
百万円)

-
(-
百万円
百万円)

-
(-
百万円
百万円)

4
(2
名
名)

合 計 390百万円 304百万円 59百万円 26百万円 12名
(注) 1. 2025年6月25日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました2名の在任中の報酬等の額につきましては、

支給人数とともに含めて記載しております。
2. 上記の賞与の額には、当期中に役員賞与として費用処理した下記の金額を含んでおります。

取締役 6名 59百万円
3. 上記の株式報酬の額は、事後交付型の株式報酬として付与する譲渡制限付株式に係る当期中の費用計上額であります。

4. 社外役員に関する事項
❶ 重要な兼職先と当社との関係

(イ)取締役池田育嗣氏の兼務先である住友ゴム工業株式会社及びグローリー株式会社と当社の間には、特別な
関係はありません。

(ロ)取締役櫻井由美子氏の兼務先である櫻井由美子公認会計士事務所、ダイコク電機株式会社及びフタバ産業
株式会社と当社の間には、特別な関係はありません。

(ハ)監査役松井靖氏の兼務先である株式会社デンソーと当社の間には、仕入・販売の取引関係があります。
(ニ)監査役宮川明子氏の兼務先である宮川明子公認会計士事務所、野村不動産ホールディングス株式会社及び

アサヒグループホールディングス株式会社と当社の間には、特別な関係はありません。
❷ 当期における主な活動状況

(イ)社外取締役
氏 名 出席状況 主な活動状況及び期待される

役割に関して行った職務の概要

池 田 育 嗣

取締役会
戦略討議会
サステナビリティ委員会
役員人事案策定会議
役員報酬案策定会議

12/13回
1/2回
2/4回
3/3回
6/6回

取締役会、戦略討議会、サステナビリティ委員会に出席
し、経営者としての幅広い知見に基づいた有益な発言を行
いました。また委員を務める役員人事案策定会議、役員報
酬案策定会議に出席し、役員の選解任・報酬等について適
切な関与と助言を行い、社外取締役として期待される経営
における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切
に遂行しました。
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氏 名 出席状況 主な活動状況及び期待される
役割に関して行った職務の概要

櫻 井 由美子

取締役会
戦略討議会
サステナビリティ委員会
役員人事案策定会議
役員報酬案策定会議

13/13回
2/2回
4/4回
3/3回
6/6回

取締役会、戦略討議会、サステナビリティ委員会に出席
し、公認会計士としての専門的な知見に基づき議案事項等
に必要な発言を適宜行いました。また委員を務める役員人
事案策定会議、役員報酬案策定会議に出席し、役員の選解
任・報酬等について適切な関与と助言を行い、社外取締役
として期待される経営における重要事項の決定や業務執行
の監督等の職務を適切に遂行しました。

(ロ)社外監査役

松 井 靖
取締役会
監査役会
戦略討議会
サステナビリティ委員会

13/13回
13/13回

2/2回
4/4回

取締役会、監査役会、戦略討議会、サステナビリティ委員
会に出席し、経営者としての知見に基づき議案事項等に必
要な発言を適宜行いました。

宮 川 明 子
取締役会
監査役会
戦略討議会
サステナビリティ委員会

13/13回
13/13回

1/2回
4/4回

取締役会、監査役会、戦略討議会、サステナビリティ委員
会に出席し、公認会計士としての専門的な知見に基づき議
案事項等に必要な発言を適宜行いました。

(注) 当社では、取締役会前日に「社外役員連絡会」を実施し、一堂に会した社外取締役・社外監査役に資料配布及び審議事項に関す
る説明を行い、社外役員間で相互に意見交換できる場を設け、取締役会での決議・報告事項に積極的に関与できる環境を整えて
おります。同連絡会では、審議事項以外の経営テーマについても情報共有を図り、検討中の新規事業等についても、意見交換を
行っております。

❸ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の責任限定契約に関する

規定を設けております。
当該定款に基づき当社が社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契

約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役の責任限定契約
社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任につ

いて、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める
額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
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会計監査人に関する事項４

1. 会計監査人の名称
PwC Japan有限責任監査法人

2. 会計監査人の報酬等の額
①当社が支払うべき報酬等の額 158百万円
②当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 261百万円

(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の報酬等の額はこれらの合計額を記載しておりま
す。

2. 当社の重要な子会社のうち、在外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
3. 監査役会は、会計監査人の監査計画に次の項目「重点監査項目」、「会計監査人再任に際して通知した改善要望事項への対応」、

「監査の効率化に向けた取組み」が盛り込まれていることにより監査計画は妥当と判断し、報酬の前提となる見積りの算出根
拠を精査し監査報酬額が相当であることを認め、会計監査人の報酬等のうち当社が支払うべき報酬等に関する同意をしており
ます。

3. 非監査業務の内容
会計監査人に対して、一部の子会社は会計事項及び情報開示に関する助言・指導等について対価を支払っ

ております。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は会計監査人を毎期「会計監査人の評価・選定基準」で定める事項により評価し、会計監査人の

再任が不適当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
定します。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要５
当社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した「内部統制システムの整備に関

する基本方針」及びその運用状況の概要は、以下のとおりであります。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
❶ 役員倫理規則を、全ての役員等に周知し、法令・定款等に則って行動するよう徹底します。また、役員研

修等の場において、役員に課せられた義務と責任や適用される法令・ルール等について教育します。従業
員にはCSR(企業の社会的責任)の考え方、企業行動規準及びJTEKTグローバル・コンダクト・ガイドライ
ンに基づき、定期的に法令遵守等に関する教育を実施します。

❷ 経営役員及び幹部職/基幹職(領域長以上)から任命されたリスクマネジメントオフィサーが責任者となり、
部署長を通じて各機能・事業部門ごとにコンプライアンスを推進します。法務部は、コンプライアンス推
進体制の整備、啓発活動や法律相談対応といった施策を通じて、リスクマネジメントオフィサーや各職場
での活動をサポートします。また、これら施策の成果はリスクマネジメントオフィサーによって点検さ
れ、コンプライアンス違反の状況と改善について、経営会議で報告・審議し、反省点を次年度の計画に反
映します。

❸ 内部監査については、社長直轄の監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性を監査し、
その結果を取締役会及び監査役会に報告することで、監査の独立性を確保します。

❹ 企業倫理に係る内部通報は、社内外に設置する企業倫理相談窓口やハラスメント相談窓口等を通じて受け
付け、通報者の利益を保護しつつ、未然防止と早期解決を図ります。また、本制度が機能していることを
定期的に確認し、自浄作用が十分発揮され、風土として根付くように努めます。

❺ 自治体が定める暴力団排除条例を遵守し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体に対して、会社
組織として毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。総務機能は、警察や外部の専門機関、有識
者と連携し、反社会的勢力に関する最新情報の一元管理、不当要求対応マニュアルの整備・推進を行いま
す。これを受けて各事業場の不当要求防止責任者は、担当部署を通じて、リスク発生時の速やかな情報展
開を図るとともに啓発活動を継続して展開し、被害の未然防止に努めます。

(上記体制に関する運用状況の概要)
・コンプライアンスに関する更なる知識や意識の向上のため、コンプライアンスの要となる役員(取締役、監
査役のほか経営役員等を含みます。)に対する研修を実施しております。従業員には、全従業員を対象とす
る定期的な啓発活動のほか、職位及び所属本部に応じた教育プログラムを通じてコンプライアンスに関す
る知識や意識の定着、向上を図っております。

・財務報告に係る内部統制の有効性監査については、取締役会において監査結果報告を実施し、その他の内
部監査結果については、適時、代表取締役及び監査役に報告しております。

・リスクマネジメントオフィサーによる職場のコンプライアンス点検を実施し、その結果を専門部署で分析
してコンプライアンス向上の支援に繋げるとともに、全社取組みの見直しを行っております。
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・企業倫理やハラスメントの相談窓口の周知活動を継続的に実施し、運用状況の分析を通じて制度の定着
と、より利用しやすい環境の整備に努めております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、その保存・管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、適切に保

存・管理します。

(上記体制に関する運用状況の概要)
・取締役の職務執行に係る情報を含む株主総会や取締役会等の議事録、稟議書、会計帳簿等の重要文書につ
いては、法令及び『文書管理規準』等の社内規程に基づき、保管期間・方法を定め、機密情報の取扱いに
関するルールに則って適切に保存・管理しております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
❶ 予算制度・稟議制度等により、組織横断的な牽制に基づいた業務の執行を行い、重要案件については、社

内規程に基づいて、取締役会・経営役員会等の役員会及び全社登録会議へ適時適切に付議します。
❷ 会社方針に基づき、各担当部署がリスク管理を行い、内部監査部門・専門部署が監査活動を実施します。

(上記体制に関する運用状況の概要)
・各種社内制度の適正かつ効率的な運用により、取締役会等において経営へのリスクに応じた審議を経た意
思決定を行っております。また、毎月の経営会議にて安全、品質、損益の状況を確認し、課題と対策案の
報告を受け、適切な業務執行に活かしております。

・取締役会の下部機構である全社登録会議をそれぞれ定期的に開催し、企業を取り巻く様々な課題を共有、
協力して解決を図っております。

・リスク管理委員会において、全社のリスクを洗い出し、評価した結果を基に最重点リスクを選定し、中期
経営計画や年度方針への組込み等、組織横断的なリスク対応を実施しております。最重点リスク以外の経
営リスクについてもリスク項目毎にリスク管理部署を割り当て、リスク管理部署は部門単位で策定する年
度実施計画を年度末に振り返り、次年度計画に反映しております。

・法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じ
た社内専門部署による調査委員会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
❶ 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断

的な全社登録会議において、適切な相互牽制のもと総合的な検討を経て行います。
❷ 幹部職/基幹職(領域長以上)に業務執行権限を与えて機動的な意思決定を図る一方で、取締役及び経営役

員は、各機能・事業本部の長として経営・執行の両面から幹部職/基幹職(領域長以上)の職務執行を指
揮・監督します。
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❸ MVVの実現に向けて、長期の目標を定め、中期経営計画で具体的な戦略・道筋を明確にします。毎年、
外部環境の変化を織り込み、進捗状況等を評価し、本部単位で策定する年度実施計画へ落とし込むことで
着実に推進します。また、MVVを明示し、全従業員に周知することにより、グループの一体感の醸成を
図っております。

(上記体制に関する運用状況の概要)
・取締役及び経営役員は、役員会及び全社登録会議において、その会議の役割と議題に応じた出席者による
活発な意見交換のもと、職務執行上の意思決定を行っております。

・幹部職/基幹職(領域長以上)は、自身の業務執行権限に応じた意思決定を行うとともに、稟議制度等の社内
規程と事案の重要性に応じて取締役及び経営役員に報告、相談を行うことにより、効率的かつ統制の取れ
た業務執行を実現しております。

・各事業本部・機能本部は、中期経営計画に基づき一体となって事業活動を推進しております。また、この
中期経営計画を基礎として単年度の重点実施事項を年度本部方針、各部署及び更なる下位組織や個人の実
施計画に織り込み推進しております。

・年度本部方針及び各部署の年度実施計画は定期的に担当役員による進捗確認を受けております。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
経営における理念の共有のために、CSR(企業の社会的責任)の考え方・企業行動規準を国内外の子会社へ

周知します。また、子会社管理に係る関係部署の体制と役割を明確にし、事業軸及び機能軸の両面から子会
社を指導・育成します。主要な子会社については、取締役会が、内部統制システム整備の基本方針を策定
し、その運用状況を定期的に点検するよう、指導します。

❶ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
重要事項についての事前協議・報告制度及び経営課題検討会・戦略会議等を通じて、子会社の経営・事業
活動を適切に管理・監督します。また、主要な子会社については、子会社における意思決定プロセスが適
正に機能していることを確認します。

❷ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
JTEKTグループ経営管理ガイドラインを国内外の子会社に展開し、内部統制システムの整備を求めます。
また、安全、品質、環境、災害、財務等の重大なリスクについては、子会社から当社に速やかに報告する
ことを求めるとともに、グループ経営上の重要事項は、当社の経営会議等で審議します。

❸ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
MVV、中期経営計画等を、国内外の当社子会社へ周知します。また、当社同様、中期経営計画等に基づ
き進捗状況を定期的に点検します。



39

❹ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
JTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインを当社グループ共通の行動規範として共有します。法務部
等の専門部署は、国内外の子会社に対し、コンプライアンス体制の整備を求め、各社の実情に合わせた支
援をします。また、当社が提示する点検表に基づき、定期的にコンプライアンス点検を実施し、法令遵守
を徹底します。

(上記体制に関する運用状況の概要)
・JTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインに基づきグローバルで共通の行動規範を共有し、業務にか
かわるコンプライアンスについてマネジメントの状況を調査する点検を定期的に実施しております。

・子会社の経営・事業活動に関する個別課題について、重要性に応じた事前協議・報告制度に基づく承認、
決裁手続を運用しております。事前協議・報告制度の対象は定期的に見直し、改善点を反映しておりま
す。

・当社の全社登録会議体や主要な国内関係会社各社との経営課題検討会等の場でグループ全体及び各グルー
プ会社の経営課題について議論し、効率的な業務執行及びリスクの管理に取り組んでおります。

・各グループ会社に行動規範の設定、内部通報制度の設置その他のコンプライアンス体制整備を求めるとと
もに、内部統制の観点から必要な支援を行っております。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、専任の使用人を置きます。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室員の人事については、事前に常勤監査役の同意を得ます。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
❶ 取締役は、その担当に係る業務執行について、担当部署を通じて適時適切に監査役に報告するほか、会社

に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。
❷ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期・随時に、監査役に業務の報告をしま

す。
❸ 内部通報制度を主管する法務部は、監査役との定期・随時の会合を通じて、通報内容を適時適切に監査役

に報告します。
❹ 取締役会において、常勤監査役による監査役活動報告を聴取します。経営トップは、監査役が指摘する経

営上の課題・リスクについて、対策必要な項目の責任役員を指名し、その執行状況をフォローします。
❺ 監査役へ報告した者が、当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保します。
❻ 監査役会又は常勤監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行に必要な予算を確保します。また、社内

規程に基づき、予算外の案件を含め、費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
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9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
❶ 取締役会・経営役員会等の主要な役員会及び業務会議には監査役の出席を得るとともに、監査役による重

要書類の閲覧及び会計監査人との定期・随時の情報交換の機会を確保します。
❷ 経営トップとの定期・随時の懇談の機会を確保します。

(上記6.〜9.の体制に関する運用状況の概要)
・執行部門から独立した監査役室を設置し、監査役をサポートする人員を専任で配置しております。当該監
査役室員の人事については、事前に常勤監査役の同意を得ております。

・内部通報制度の運用状況、通報内容については監査役に報告するとともに、監査役を直接の通報先とする
通報窓口を設置しております。

・監査役に対して、社外取締役とともに取締役会前日に事前説明を実施し、資料配布及び審議事項に関する
意見聴取により、取締役会での決議・報告事項に積極的に関与できる環境を整えております。なお、事前
説明では審議事項以外の経営テーマについても情報の共有を図っております。

・監査計画に基づき、監査役による取締役会・経営役員会・経営会議等、重要会議への出席、社内各部署へ
のヒアリング、工場・事業場・子会社等への訪問、稟議書・事前協議書等の重要書類の閲覧の機会を確保
しております。

剰余金の配当等の決定に関する方針６
当社は、安定的な配当の継続を基本に、業績及び配当性向等を総合的に勘案の上、配当を実施してまいりまし

たが、前事業年度に発表した第二期中期経営計画期間(2024〜2026年度)において、長期安定的な株主還元を目
指して、DOE(親会社所有者帰属持分配当率)2〜3％を目安とすることを決定いたしました。これは、市場環境の
変化による短期での利益変動に左右されず、継続的に還元を実施するという当社の意思表明であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、このほかに基

準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨、及び会社法第459条第1項各号に定める事項については、法
令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款
に定めております。
当期の期末配当金につきましては、2026年4月28日の取締役会において、当社普通株式1株につき30円(配当

総額9,551,114,820円)とし、支払開始日を2026年5月22日とすることを決議いたしました。なお、中間配当金
(1株につき30円)を含めた当期の株主配当金は1株につき60円、DOEは2.5%となります。
また、自己株式取得に関しても、第二期中期経営計画期間において、目指すべき資本構成とのバランスを考慮

しながら取得規模を検討し、機動的な取得を実行する方針であります。
内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた投資等、今後の事業展開に充当することにより、株主のみ

なさまのご期待にお応えしてまいりたいと考えております。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類

連結財政状態計算書(2026年3月31日現在) (単位：百万円)

科 目 金 額

資産の部

流動資産 799,218

現金及び現金同等物 137,550

営業債権及びその他の債権 349,546

棚卸資産 244,409

その他の金融資産 12,994

未収法人所得税 1,227

その他の流動資産 1,104

小計 746,832

売却目的で保有する資産 52,385

非流動資産 778,477

有形固定資産 498,102

のれん及び無形資産 35,223

その他の金融資産 148,299

持分法で会計処理されている投資 18,366

繰延税金資産 22,377

その他の非流動資産 56,108

資産合計 1,577,696

科 目 金 額

負債の部
流動負債 507,028

営業債務及びその他の債務 351,855
社債及び借入金 70,718
その他の金融負債 5,002
未払法人所得税 10,910
引当金 12,388
その他の流動負債 3,766
小計 454,642

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債 52,385

非流動負債 245,437
社債及び借入金 146,404
その他の金融負債 20,026
退職給付に係る負債 54,356
引当金 129
繰延税金負債 17,050
その他の非流動負債 7,469

負債合計 752,465
資本の部
親会社の所有者に帰属する持分 790,206

資本金 45,591
資本剰余金 101,056
自己株式 △316
その他の資本の構成要素 97,287
利益剰余金 546,587

非支配持分 35,024
資本合計 825,230
負債及び資本合計 1,577,696

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで) (単位：百万円)

科 目 金 額

売上収益 1,924,950

売上原価 △1,627,914

売上総利益 297,035

販売費及び一般管理費 △221,355

その他の収益 5,949

その他の費用 △56,782

営業利益 24,847

金融収益 16,563

金融費用 △14,553

持分法による投資利益 519

税引前利益 27,377

法人所得税費用 △12,968

当期利益 14,409

当期利益の帰属

親会社の所有者 11,974

非支配持分 2,434

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで) (単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式
その他の資本の構成要素

FVTOCIに指定した
資本性金融商品への
投資による損益

退職給付制度の
再測定額

在外営業活動体
の為替換算差額

2025年4月1日残高 45,591 101,058 △330 − − 67,991
アルゼンチン連結子会社の
インフレーション会計に基づく増減額 − − − − − −

2025年4月1日残高(調整後) 45,591 101,058 △330 − − 67,991
当期利益 − − − − − −
その他の包括利益 − − − 12,263 8,870 29,296

当期包括利益合計 − − − 12,263 8,870 29,296
自己株式の取得 − − △2 − − −
配当金 − − − − − −
株式報酬取引 − − 16 − − −
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 − − − △12,263 △8,870 −
支配喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動 − △1 − − − −
所有者との取引額合計 − △1 13 △12,263 △8,870 −

2026年3月31日残高 45,591 101,056 △316 − − 97,287
(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計その他の資本の

構成要素 利益剰余金 親会社の所有者に
帰属する持分合計合計

2025年4月1日残高 67,991 530,733 745,044 32,425 777,469
アルゼンチン連結子会社の
インフレーション会計に基づく増減額 − 256 256 − 256

2025年4月1日残高(調整後) 67,991 530,989 745,300 32,425 777,725
当期利益 − 11,974 11,974 2,434 14,409
その他の包括利益 50,430 − 50,430 1,794 52,224

当期包括利益合計 50,430 11,974 62,404 4,229 66,633
自己株式の取得 − − △2 − △2
配当金 − △17,510 △17,510 △2,990 △20,500
株式報酬取引 − △0 15 − 15
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 △21,133 21,133 − − −
支配喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動 − − △1 1,360 1,358
所有者との取引額合計 △21,133 3,623 △17,498 △1,629 △19,128

2026年3月31日残高 97,287 546,587 790,206 35,024 825,230
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計 算 書 類
貸借対照表(2026年3月31日現在) (単位：百万円)

科 目 金 額
資産の部
流動資産 322,449

現金及び預金 12,606
受取手形 30,684
売掛金 146,425
有価証券 8,000
商品及び製品 17,372
仕掛品 19,043
原材料及び貯蔵品 13,052
前払費用 721
短期貸付金 91,608
未収入金 35,043
その他 8,264
貸倒引当金 △60,374

固定資産 633,399
有形固定資産 173,014
建物 50,027
構築物 5,197
機械及び装置 58,384
車両運搬具 223
工具、器具及び備品 4,682
土地 35,773
建設仮勘定 18,724

無形固定資産 19,596
ソフトウェア 5,366
その他 14,230

投資その他の資産 440,787
投資有価証券 17,555
関係会社株式 275,073
出資金 1,965
関係会社出資金 24,785
長期貸付金 65,581
長期前払費用 4,172
繰延税金資産 31,081
その他 21,049
貸倒引当金 △476

資産合計 955,848

科 目 金 額
負債の部
流動負債 310,393

支払手形 9,749
買掛金 126,861
1年内償還予定の社債 10,000
1年内返済予定の長期借入金 32,607
未払金 16,980
未払費用 25,884
未払法人税等 4,480
前受金 2,437
預り金 60,093
役員賞与引当金 86
製品保証引当金 4,435
環境対策引当金 80
事業構造改善引当金 14,419
その他 2,275

固定負債 194,909
社債 60,000
長期借入金 83,000
退職給付引当金 40,872
その他 11,036

負債合計 505,302
純資産の部
株主資本 416,658
資本金 45,591
資本剰余金 108,225
資本準備金 108,225

利益剰余金 263,120
利益準備金 12,067
その他利益剰余金 251,053
特別償却準備金 34
固定資産圧縮積立金 2,293
別途積立金 94,005
繰越利益剰余金 154,721

自己株式 △278
評価･換算差額等 33,886
その他有価証券評価差額金 33,886

純資産合計 450,545
負債及び純資産合計 955,848

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで) (単位：百万円)

科 目 金 額
売上高 829,608
売上原価 732,990
売上総利益 96,618
販売費及び一般管理費 75,924
営業利益 20,693
営業外収益

受取利息及び配当金 47,139
為替差益 7,087
その他 2,304 56,531

営業外費用
支払利息 1,952
デリバティブ評価損 5,183
貸倒引当金繰入額 24,922
その他 434 32,493

経常利益 44,731
特別利益

固定資産売却益 222
固定資産受贈益 154
投資有価証券売却益 39,591 39,967

特別損失
固定資産除売却損 1,440
減損損失 3,179
関係会社株式評価損 8,667
製品保証引当金繰入額 854
事業構造改善費用 50,975
その他 778 65,896

税引前当期純利益 18,803
法人税、住民税及び事業税 9,175
法人税等調整額 △18,566 △9,391

当期純利益 28,194
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで) (単位：百万円)

項 目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2025年4月1日残高 45,591 108,225 12,067 52 2,340 94,005 143,970 252,436
当期中の変動額
特別償却準備金の取崩 − − − △18 − − 18 −
固定資産圧縮積立金の取崩 − − − − △47 − 47 −
剰余金の配当 − − − − − − △17,510 △17,510
譲渡制限付株式報酬 − − − − − − △0 △0
当期純利益 − − − − − − 28,194 28,194
自己株式の取得 − − − − − − − −
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額) − − − − − − − −

当期中の変動額合計 − − − △18 △47 − 10,750 10,684
2026年3月31日残高 45,591 108,225 12,067 34 2,293 94,005 154,721 263,120

(単位：百万円)

項 目

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等
合計

2025年4月1日残高 △292 405,961 42,955 42,955 448,916
当期中の変動額
特別償却準備金の取崩 − − − − −
固定資産圧縮積立金の取崩 − − − − −
剰余金の配当 − △17,510 − − △17,510
譲渡制限付株式報酬 16 15 − − 15
当期純利益 − 28,194 − − 28,194
自己株式の取得 △2 △2 − − △2
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額) − − △9,068 △9,068 △9,068

当期中の変動額合計 13 10,697 △9,068 △9,068 1,629
2026年3月31日残高 △278 416,658 33,886 33,886 450,545
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月13日

株 式 会 社 ジ ェ イ テ ク ト
取 締 役 会 御 中 PwC Japan有限責任監査法人

京都事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 勝 彦
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 有 岡 照 晃
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 曲 弘 城

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ジェイテクトの2025年4月1日から2026年3月31日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で

求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ジェイテクト及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求めら

れる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう

かを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を
省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準
で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結
計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月13日

株 式 会 社 ジ ェ イ テ ク ト
取 締 役 会 御 中 PwC Japan有限責任監査法人

京都事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 勝 彦
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 有 岡 照 晃
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 曲 弘 城

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ジェイテクトの2025年4月1日から2026年3月31

日までの第126期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算

書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第126期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成

した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査実施計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査実施計画等に従い、取締役、内部監査部門そ

の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び使用人並びに監査役等と意思疎通を図るとともに事業の報告を受けました。

② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第
1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等から、その構築及び運用の状況の報告を受けました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。グループ会社の内部統制と
リスク管理については引き続き強化が必要であり、監査役会としても監視及び検証をしてまいります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月14日 株式会社ジェイテクト 監査役会
常勤監査役 佐 野 眞 琴 監査役(社外監査役) 松 井 靖
常勤監査役 辻 田 浩 一 監査役(社外監査役) 宮 川 明 子

以 上
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ご 参 考
株 主 メ モ
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日

定 時 株 主 総 会 6月

株 主 確 定 基 準 日
（1）定時株主総会・期末配当金 3月31日
（2）中間配当金 9月30日
その他必要のあるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。

公 告 の 方 法 当社のホームページに掲載いたします。
https://www.jtekt.co.jp/ir/notification_h.html

上 場 証 券 取 引 所 東京、名古屋

株 主 名 簿 管 理 人 及 び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（郵 便 物 送 付 先） 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電 話 照 会 先） 0120-782-031

（インターネットホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

住所変更、単元未満株式の買取請求・買増請求、配当金の受取方法のご指定等のお届出及びご照会について
●株券電子化前に、証券会社等に口座をお持ちでなく、特別口座が開設された株主様
上記の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

●証券会社等に口座をお持ちである株主様
お取引先の証券会社等にお申出ください。

未払配当金のお届出及びご照会について
上記の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株式等に関するマイナンバーお届けのご案内
市町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となりますので、お取引の
証券会社等へお届出ください。



LEXUS�RZにステアバイワイヤシステムと
バックアップ電源（Libuddy®搭載）が採用1

　当社が開発・量産を進める次世代ステアリングシステムで
あるリンクレス ステアバイワイヤシステム及び、そのバック
アップ電源装置に搭載される高耐熱リチウムイオンキャパ 
シタ「Libuddy®」が、トヨタ自動車株式会社より発表された
LEXUS初のBEV専用モデル「RZ」に採用されました。
　本システムは、操舵系に機械的な接続を持たない構造と
冗長化設計により、高い安全性と自由度の高い車両レイア
ウトを実現するとともに、LEXUSが重視する「人とクルマとの
対話」をより深化させる操縦性を提供します。
　また、「Libuddy®」をバックアップ電源として用いることで、
万一の車両電源トラブル時にも、安全な場所までの車両 
操作を可能とし、安全･安心の向上に貢献しております。
　当社グループは今後も、コア技術を融合させることで、 
モビリティ社会の安全性・環境性能の向上に寄与し、次世代自動車分野におけるソリューションプロバイダーとして新たな 
価値創出に取り組んでまいります。

T O P I C S トピックス

「CDP2025」気候変動分野において最高評価Aを獲得2
　気候変動への対応に関する取組みが評価され、国際環境非営利団体CDPによる調査
において、「気候変動」分野で最上位評価であるAを獲得し、リーダーシップレベルの評価
を受けました。また、「ウォーター」分野においてもA－の評価に認定されました。ジェイテク
トグループは、「環境チャレンジ2050」のもと、Scope1・2・3全てにおいてCO2排出量削
減を進め、2035年のカーボンニュートラル達成を目指しています。太陽光発電設備の導入
や水素を活用したCNラボの稼働、生産工程への水素利用等の施策に加え、サーキュラー
エコノミーへの取組みも推進しています。今後も「2030年環境行動計画」に基づき、 
再生可能エネルギーの活用拡大や技術革新を通じ、持続可能な社会の実現に貢献して 
まいります。

53



模倣品ベアリングの大型摘発をタイで成功3
　自社製品の価値を毀損するベアリング模倣品への対策として、 
各海外地域において現地当局及びWBA（世界ベアリング協会）と
連携し、取り締まり活動を推進してまいりました。模倣品の流通は、 
メーカーや販売代理店の業績・ブランド価値に悪影響を及ぼすのみ
ならず、購入・使用されるお客様の安全面においても重大なリスクを
伴います。このため、当社及びタイ現地法人はWBAメンバーとして、
タイ当局との強固な協力関係のもと、模倣品を摘発することができ、
現在も対策活動を継続しております。この取組みはタイに限らず 
世界各国の当局との連携を強化し、安全･安心な製品の提供を通じ
て、当社製ベアリングのブランド価値向上と地域経済の発展に貢献
してまいります。

T O P I C S トピックス

本社レストランに水素調理器を導入し、
水素をより身近なものへ4

　カーボンニュートラル達成に向けた取組みの一環として、当社 
事務本館1階レストランの厨房に、水素を燃料とする調理器「水素 
グリラー実証機」を導入しました。本実証機は、リンナイ株式会社 
及びトヨタ自動車株式会社と共同開発されたもので、社員食堂に 
おける焼き魚等の調理に使用され、調理時に排出されるCO2の 

削減を図っております。2024年6月
に本社敷地内に設置した再生可能 
エネルギー100％自立型のCNラボ
では、水素の製造・貯蔵が可能であり、
今回の導入により水素の「つくる・ 
ためる・はこぶ・つかう」を実現しました。今後も当社は、「環境チャレンジ2050」のもと、 
水素活用を通じた持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
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中山町

富士松I.C.

上重原I.C.

会場 ： 当社事務本館１階ホール　 （0566-25-7211）
愛知県刈谷市昭和町二丁目2番地
◇みなさまに安心してご参加いただくため、会場でサポートや
配慮が必要な場合は、事前に上記電話番号までご連絡ください。

中山町南

N

当社本社構内の駐車場をご利用ください。
※駐車台数には限りがありますので、予めご了承ください。
※西口よりご入場ください。
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当日は刈谷駅（北口）から当社送迎バスを
運行いたしますので、ご利用ください
運行時間：8:45~9:40（おおむね15分間隔）

刈谷駅(JR,名鉄)北口から徒歩約15分徒歩
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